
軽二輪の届出(中古新規)

国璽霞軽自動車届出済証返納済確認書
※譲渡人欄に旧所有者の譲渡印があること

軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)

新使用者,新所有者の印鑑

新使用者の住民票か印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)

自賠責証書(期限内のもの原本)
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※譲渡人欄は､旧所有者氏名･住所を

記入し印鑑を押してください｡

※譲受人欄は､新所有者になる方を

記入してください｡
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t21 1輪の琶自動着く籍書付-.縁台勅書を採く.)にもってはー喪章定具禦えび志太葉書立地は記入しないこと.
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185廠19､5

が入ります｡

空欄にしてください｡

元は､返納済確認書

してください｡

匪重囲午前8:45-ll:45　午後1:00-4:00 (月～金　平日のみ)
時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願い申し上げます｡
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